
第 129 号議案

令和 4 年度仙台市一般会計補正予算（第 8号）

令和 4年度仙台市の一般会計補正予算（第 8号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,288,353千円を追加し，歳入歳出予算の総額	

を歳入歳出それぞれ636,907,522千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2条　地方自治法第213条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経	

費は，「第 2表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3条　債務負担行為の補正は，「第 3表　債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第 4条　市債の補正は，「第 4表　市債補正」による。
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第 2表

繰　　越　　明　　許　　費

款 項 事　業　名 金　　額

6 	 経 済 費 2 	 農 林 費 農業用施設整備
千円

35,000

7 	 土 木 費 1 	 土 木 管 理 費 開発指導 225,078

7 	 土 木 費 4 	 道路橋りょう費 道路維持 715,600

7 	 土 木 費 4 	 道路橋りょう費 道路新設改良 1,764,563

7 	 土 木 費 4 	 道路橋りょう費 橋りょう維持 824,200

7 	 土 木 費 4 	 道路橋りょう費 橋りょう整備 167,000

7 	 土 木 費 4 	 道路橋りょう費 都市計画街路整備 1,200,000

7 	 土 木 費 5 	 緑 政 費 公園整備 293,450

第 3表

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　項 期　　　間
限　　　　度　　　　額

補正前の額 補　正　額 計

広 瀬 文 化 セ ン タ ー 運 営 管 理 令 和 5 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で

千円
603,000

千円
36,000

千円
639,000

区 文 化 セ ン タ ー 運 営 管 理 令 和 5 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で 3,090,000 237,000 3,327,000

市 立 保 育 所 建 設 事 業 令 和 5 年 度 か ら
令 和 7 年 度 ま で 290,000 290,000

衛 生 研 究 所 施 設 整 備 事 業 令 和 5 年 度 か ら
令 和 6 年 度 ま で 3,420,000 303,000 3,723,000

家 庭 ご み 等 指 定 袋 製 造 令 和 5 年 度 302,000 71,000 373,000

市 民 セ ン タ ー 運 営 管 理 令 和 5 年 度 か ら
令 和 9 年 度 ま で 10,946,000 622,000 11,568,000

教 育 施 設 災 害 復 旧 令 和 5 年 度 46,500 46,500
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第 4表

市　　　債　　　補　　　正

起債の目的
限　　　　　度　　　　　額

起債の方法 利　　　率 償 還 の 方 法
補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 ％

農 業 用 施 設	
整 備 費 345,900 8,400 354,300

普通貸借又は	
証券発行（他	
の地方公共団	
体との共同発	
行を含む｡）に	
よる。証券発	
行の場合の発	
行価格は，額	
面100円 に つ	
き98円以上と	
する。

9.0以内
（ただし，利率見直
し方式で借り入れる
公的資金について,
利率の見直しを行っ
た後においては，当
該見直し後の利率）

起債年度から据置期	
間を含め30年以内	
に元利均等その他の	
方法により償還す	
る。ただし，融通条件	
又は財政の都合に	
より，償還年限を短	
縮し，又は借り換え	
ることができる。

道 路 整 備 費 9,716,800 1,883,100 11,599,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

都市計画街路	
事 業 費 688,800 600,000 1,288,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

公 園 整 備 費 1,175,200 162,800 1,338,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

合 　 　 　 計 63,163,200 2,654,300 65,817,500
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第 130 号議案

令和４年度仙台市中央卸売市場事業特別会計 
補正予算（第 2号）

令和 4年度仙台市の中央卸売市場事業特別会計補正予算（第 2号）は，次に定めるところ	

による。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ195,020千円を追加し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ3,261,984千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の	

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 131 号議案

令和 4 年度仙台市病院事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 4年度仙台市病院事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条　令和 4年度仙台市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を，次のとおり補正する。

	 （科　　目）	 （既決予定額）	 （補正予定額）	 （ 計 ）

収　　　　　入
　第１款　病 院 事 業 収 益 	 17,717,698千円	 	 13,125千円	 17,730,823千円

　　第 2項　医　業　外　収　益	 2,229,771千円	 	 13,125千円	 2,242,896千円

支　　　　　出
　第１款　病 院 事 業 費 用 	 19,772,227千円	 	 160,000千円	 19,932,227千円

　　第 1項　医 　 業 　 費 　 用 	 19,043,732千円	 	 160,000千円	 19,203,732千円
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